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子の看護休暇・介護休暇～

時間単位での取得が可能

に 

◆施行は 2021 年１月 

「病院に寄ってから出勤し

たいけれど、半日の休みは必要

ない……」「急な迎え要請で少

しだけ早く帰りたい……」、そ

んな育児や介護を行う労働者

が子の看護休暇や介護休暇を

柔軟に取得できるよう、育児・

介護休業法施行規則等が改正

され、時間単位で取得できるよ

うになりました。改正のポイン

トは以下のとおりで、施行は

2021 年１月からです。 

改正前  

・半日単位での取得が可能 

・１日の所定労働時間が４時

間以下の労働者は取得でき

ない 

↓ 

改正後  

・時間単位での取得が可能 

・すべての労働者が取得でき

る 

◆制度導入におけるポイント

（厚労省Ｑ＆Ａより） 

―「分」単位で看護・介護休暇

を取得できる制度を既に導

入している場合は、法を上

回る内容になっているた

め、別途、時間単位で取得で

きる制度を設ける必要はな

い。 

―時間単位での看護・介護休

暇を取得する場合の「時間」

は、「１日の所定労働時間数

未満の時間」とし、１日の所

定労働時間数と同じ時間数

の看護・介護休暇を取得す

る場合には、日単位での看

護・介護休暇の取得として

取り扱う。 

―「中抜け」による時間単位で

の取得を既に認めている場

合、法を上回る望ましい取

扱いであるため、改正後に

「中抜け」を想定しない制

度に変更する必要はない。 

―フレックスタイム制度のよ

うな柔軟な労働時間制度が

適用される労働者であって

も、申出があった場合には、

時間単位で看護・介護休暇

を取得できるようにしなけ

ればならない。 

―労働者にとって不利益な労

働条件の変更になる場合

は、労働契約法の規定によ

り原則として労使間の合意

が必要になる。 

―制度の弾力的な利用が可能

となるよう配慮することが

求められる。 

◆就業規則や社内規程の見直

しも必要に 

来年の施行までに、就業規則

や社内規程の見直し・修正が必

要になってきます。また、業務

内容によっては、時間単位での

休暇取得が難しい労働者がい

ます。その場合は、労使協定を

締結することにより、その業務

に従事する労働者を除外する

ことができます。 

その他に、本制度を導入し、

要件を満たした事業主には、

「両立支援等助成金」が支給さ

れますので、情報収集をしてお

くとよいでしょう。 

 

時間外労働上限規制 2020

年４月から中小企業も適用

に 

◆４月から中小企業も適用に 

「働き方改革」の下、昨年４

月から大企業を対象に時間外

労働の上限規制が始まりまし

た。時間外労働の削減について

は多くのメディアでも取り上



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

げられてきており、各企業で

多様な取組みがなされている

ところですが、いよいよ今年

の 4 月から中小企業も規制の

対象となります。 

中小企業で猶予されていた

月 60時間を超える時間外労働

の法定割増賃金率 50％以上の

規定についても、2023 年から

適用が始まりますので、長時

間労働が常態化している会社

において、残業時間削減の取

組みは、経営上無視できない

問題となっています。 

◆労働時間は減少傾向に 

実際、労働時間自体は全体

的に減少傾向にあるようで

す。直近の厚生労働省が２月

に公表した毎月勤労統計調査

令和元年分（速報）によると、

労働時間（１人平均）は総実労

働時間 139.1 時間と前年比

2.2％減となったそうです（う

ち、所定内労働時間は 128.5 

時間（同 2.2％減）、所定外労

働時間は 10.6 時間（同 1.9％

減））。どの程度実態が伴って

いるものなのかはわかりませ

んが、残業時間の上限に法的

規制が加えられたことから、

各企業で時間外労働等の削減

に向けた取組みが進められて

いることは確かでしょう。 

◆残業時間削減の取組み 

残業時間削減の取組みとし

ては、「年次有給休暇取得促進

の取組」、「従業員間の労働時

間の平準化を実施」、「残業を

事前に承認する制度の導入」、

「従業員の能力開発の実施や

自己啓発の支援」、「ＩＴ環境

の整備」など様々なものがあ

ります。厚生労働省では、現

在、中小企業の事業主に向けて

「働き方改革」の特設サイトを

設けており、残業削減等の取組

み事例や関連の助成金の情報

をまとめて紹介しています。各

企業で時間外労働の原因や適

切な対策は異なりますが、自社

の現況を踏まえて対応可能な

ところから始めてみてはいか

がでしょうか。 

【厚生労働省「働き方改革特設

サイト」】 

https://www.mhlw.go.jp/hata

rakikata/index.html 

 

3 月の税務と労務の手続期

限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

○ 個人の青色申告承認申請

書の提出＜新規適用のも

の＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および

市町村民税の申告［市区町

村］ 

○ 個人事業税の申告［税務

署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・

市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年

度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税

務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届

～当事務所より一言～ 

コロナウイルスの流行の

ために、外出を控えたりする

のは、致し方ないですが、今

までぎりぎりのところで踏

ん張っているお店などは客

足が遠のいて、ご苦労されて

ると思います。早い収束を心

より祈っている今日この頃

です。 

皆様も手洗い、うがいな

ど、出来ることをして予防し

て下さい。 

 何か明るい話題をと考え

ましたが、思い浮かびません

でした。次号までには思いつ

くようにします。（宿題） 

出書の提出［税務署］4/16

まで伸びました 

○ 財産債務調書、国外財産調

書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出

［税務署］ 

3 月 31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月

末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定

申告期限［税務署］は 4/16

まで伸びました 

 

 

 

 

 


